
中村の代理で発表させていだきます。

【スライド-1】

私たちが行いました研究は「効果的か

つ効率的な禁煙治療の普及方策に関する

国際比較研究」です。

【スライド-2】

喫煙習慣の本質はニコチン依存症であ

るということで、その適切な治療が必要

です。禁煙治療が医療サービスとして定

着するよう環境整備することは、禁煙者

を増加させ、肺がんなど喫煙関連疾患の

罹患や死亡の減少とそれに伴う医療費の

抑制効果が期待されています。

2 0 0 6 年 4 月からわが国においてもニ

コチン依存症管理料が新設され、禁煙治

療が保険診療の対象となりました。

本研究では、わが国の禁煙治療の包括

的かつ効率的な普及方策を検討するため

の基礎資料を得ることを目的として、世界に先駆けて禁煙治療の制度化を実施したイ

ギリスのほか、アジアの中で禁煙治療を公的なサービスとして実施している香港、台

湾、韓国、日本を対象として、計 5 カ国の禁煙治療の制度の内容や実績・成果につい

て比較研究を行いましたので、報告をさせていただきます。

研究方法は、調査票による調査以外に、イギリスと香港については現地調査を行い

ました。

【スライド-3】

まず、香港の現地調査です。

香港の禁煙治療の特徴ですが、アジアの国の中で一番最初に禁煙治療を公的サービ

スとして開始した国であります。また、香港大学の研究者の先生と政府が連携をとり、

プログラムの開発、効果検証、それから一般の普及というところを官学連携して行っ
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ているのが、特徴として感じられました。

実際の禁煙治療は、香港政府直轄の医

療施設である Department of Health の 4

施設と、政府から運営費を受けて医療サ

ービスを提供している Hospital Authority

の医療施設 17 施設で実施されています。

また、禁煙治療を行っている施設で特

徴的だったのは、電話相談のサービスが

行われていることです。喫煙者の方から

の電話相談の窓口が設けられおりまし

て、そこでサービスが紹介され、また禁煙治療のフォローアップとしてもこの電話サ

ービスが非常に有効的に活用されているのが特徴的でした。

香港大学の先生方と共同して各国の禁煙治療の実態を把握するための調査票を作成

し、調査を実施いたしました。調査票は 43 項目の内容で構成されています。

【スライド-4】

調査項目の内容としては、禁煙治療サービスの形態、具体的な禁煙治療の内容、カウ

ンセリングの形態、薬物療法の内容や実際の治療に関する費用補助の範囲、治療期間、

それから治療の間隔、時間、治療を受ける条件等を調べました。また、禁煙治療サービ

スにおける現在の問題点や実施の状況、どれくらいの禁煙率が得られているのか、年間

の利用者数がどれくらいなのかという実

績や成果についても調べました。

更に、医療従事者に対するトレーニン

グ、禁煙治療のガイドラインの有無につ

いても調査を実施しました。そのほか、

電話相談サービスの実施状況の有無と電

話相談サービスの内容、利用可能な薬剤

の種類と入手経路等についても調べてお

ります。

【スライド-5】

主な結果をご紹介させていただきます。

イギリス、香港、台湾、韓国、日本という順で並べております。

まず、医療保険制度の形態については、日本と同じように社会保険方式であるのが

台湾、韓国ということになります。香港とイギリスについては保健サービス方式にな

っております。

禁煙治療サービスの開始年月日は、イギリスが最も早くて 1 9 9 9 年です。日本はこ

の 5 カ国の中で最も遅れておりまして、ようやく 2 0 0 6 年の 4 月からということにな

ります。アジアの国の中で最も早かったのが香港になります。

サービスの提供形態として非常に特徴的であったのが、日本だけが社会保険方式の
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中で保険による給付を行っております。

他の国々は、イギリスにおいてもアジア

の他の国においても、保険による給付で

はなくて、公的サービスとして禁煙の治

療を行っていることです。

また、禁煙治療の財源についても、わ

が国は保険料で禁煙治療を行いますけれ

ども、台湾、韓国につきましてはたばこ

税です。香港とイギリスにつきましては

一般財源ということです。わが国におい

ては健康保険制度の中に組み込まれたため予算についての議論をする必要はありませ

んが、イギリスや香港、台湾、韓国につきましては、毎年禁煙治療への予算配分の議

論があるようで、財源的には必ずしも安定していないようです。

費用補助の範囲ですけれども、全額補助しているところはイギリスと香港の

Department of Health の 4 市と韓国で、日本と台湾については一部の補助で、自己負

担が必要な状況になっております。

禁煙治療は、イギリスが最もあらゆる場で多く提供がされています。禁煙専門外来

だけではなく、プライマリーケアの場や薬局でも禁煙のサービスが行われているのが

特徴的です。香港においては禁煙専門外来のみということになります。韓国は、診療

機能を併せ持っている保健所で実施されておりました。日本においては禁煙専門外来

ということで特定するのではなく、届け出を行った診療所、病院で行われております。

提供者は、日本と台湾、韓国では医師が中心ですが、イギリスや香港では、コメデ

ィカルのスタッフが中心となった禁煙治療のサービスが行われているのが特徴です。

サービスの評価の仕組みは、いずれの 5 ヶ国においても全てありました。

【スライド-6】

続いて、禁煙治療の内容についてですが、個別で禁煙治療、禁煙サービスを行ってい

るところは日本、韓国、それから香港の一部です。台湾やイギリス、それから香港の一

部においては、個別とグループ指導のミックスの形で治療が行われています。イギリス

においては個別もしくはグループという形態なのですが、今は効率性を重視して、グル

ープの形態が主に用いられています。

使われている薬物療法は、日本はニコ

チン代替療法のみで、香港も同じように

なっておりますけれども、イギリスや他

のアジアの国においては、抗うつ剤とし

て開発されたブプロピオンがニコチン代

替療法以外に用いることができます。そ

の他、この調査票の調査の時期には採用

されていなかったのですが、バレニクリ

ンという内服薬については、今、イギリ
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スや韓国などの国で使用が開始されています。

治療期間の特徴ですが、日本が最も長く 1 2 週間です。他の国で一番短いのは、世

界に先駆けて禁煙治療をおこなったイギリスで、最も短い 4 週間という禁煙治療期間

（但し、薬物療法は 8 週間まで可能）です。あと多いのが 8 週間ということになります。

しかし無料の電話相談が無いのは日本だけです。他の国々においては、公的なサー

ビスとして無料の電話相談が整備され活用されています。

禁煙治療のガイドラインは、香港の Hospital Authority では無いですが、他の国にお

いてはすべてあります。

指導者トレーニングにおいては、韓国と日本では指導者への公的なトレーニングの

提供体制が未整備です。

【スライド-7】

実際の実績・成果ですけれども、残念ながら日本においては、禁煙治療を一体どれ

ぐらいの方が受けられたのかという正確な数字は、今のところ掴めておりません。中

医協で効果検証のために調査が行われまして、昨年 1 , 0 0 0 施設について無作為に行わ

れたその調査結果を今回は禁煙成功率として持ってきておりますが、年間の利用者と

いうことでは現在調査が実施されています。

禁煙率ですが、1 年後の継続禁煙率を比較しますと、イギリスは 1 8 ％、日本は 3 3 ％

です。イギリスでは喫煙率が日本より低下し、禁煙が困難な喫煙者の割合が相対的に増

加していることや、その割には治療期間が短いために禁煙成功率が低くなっていると考

えられます。逆に、日本では禁煙しやす

い喫煙者が相対的に多く、禁煙治療の効

果がより期待できると思います。

【スライド-8】

イギリスの現地調査の結果としまして

は、世界に先駆けて公的なサービスとし

て禁煙治療を行った国なのですけれども、

現在の医師の役割は、禁煙を勧めて治療

を受けるように働きかけることと、処方

箋の必要な薬剤を処方することで、禁煙

治療のサービスを提供しているのはトレ

ーニングを受けたコメディカルのスタッ

フです。看護師であったり、薬剤師であ

ったり、健康心理士であったり、そうい

う職種の方が実際にはされております。

また、継続したトレーニングも実施さ

れているということで、ここのところが

日本の仕組みに欠けているのではないか

と考えております。
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【スライド-9】

日本においては、禁煙治療に対する保

険適用は 2 0 0 6 年 4 月から始まり、同年

6 月からニコチンパッチも 1 2 週間の治

療期間に限って保険薬として使えること

になりました。

【スライド-10】

わが国では公的な医療保険制度として

禁煙治療を導入したことは素晴らしいと

評価できるのですけれども、適用範囲が

外来患者に限られていたり、未成年者は

保険適用にならないなど、全員の方が受

けられるわけではないということと、ま

だ実施している医療機関数が少ないとい

うことなどが問題点としてあげることが

できます。

また、先ほど言いましたように、トレ

ーニングのシステムの確立や、医師以外

のコメディカルを巻き込んだような禁煙

治療の体制づくりも今後の課題としてあ

ります。

【スライド-11】

今回の研究の結果、5 ヶ国の禁煙治療

サービスの特徴や課題が明らかになった

のですけれども、わが国の特徴は、何度

も言いますが、公的保険制度の中で禁煙

治療の保険適用を実現したということ

で、これは世界で初めてのことで、非常

に評価できることだと思います。今後の課題として、禁煙治療を実施する医療機関数

の増加によるアクセスの向上、保険適用の範囲の拡大（未成年者、入院患者など）、

医師やコメディカルスタッフに対するトレーニング体制の整備、健診の場での禁煙勧

奨・支援の制度化と医療との連携、無料の電話相談の整備があげられます。

今回の研究成果を踏まえて、今後、アジアを中心に禁煙治療のサービスに関わる政

策担当者や研究者のネットワークを構築し、情報交換や共同研究を通して、国内外の

禁煙治療の推進に努めていきたいと考えております。
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